
（平成１１年９月１４日１１廃一第１７３号、１１建第５０号） 

 

指定確認検査機関の指定に伴う浄化槽設置手続等の事務取扱要領指定確認検査機関の指定に伴う浄化槽設置手続等の事務取扱要領指定確認検査機関の指定に伴う浄化槽設置手続等の事務取扱要領指定確認検査機関の指定に伴う浄化槽設置手続等の事務取扱要領    

 

（趣旨） 

第１条第１条第１条第１条  この要領は、浄化槽の設置計画を有する建築物に係る建築確認申請等を建築基準法第

７７条の２１第１項の指定確認検査機関に行う場合の浄化槽の設置手続等に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

 

（適用区域） 

第２条第２条第２条第２条 この要領は、北九州市、福岡市、大牟田市及び久留米市を除く県の区域について適用

する。 

 

（設置手続） 

第３条第３条第３条第３条 保健所長（建築基準法に基づく事務を行う場合の保健監をいう。以下同じ。）は、浄

化槽の設置計画を有する建築物に係る建築確認申請を指定確認検査機関に行おうとする者

（以下「申請予定者」という。）に対し、当該浄化槽に係る設置計画書（福岡県浄化槽事務

取扱要領（以下「県要領」という。）様式第１号。以下「設置計画書」という。）に、福岡

県浄化槽法施行細則（以下「県施行細則」という。）第２条各号並びに県要領第３条第４項

第１号及び第２号に掲げる書類を添付したものを３部提出するよう指導するものとする。 

２２２２ 保健所長は、設置計画書の内容を確認し、必要に応じて設置場所及び放流先の状況を調査

の上、必要があると認める場合は、建築基準法第９３条第６項の規定により、指定確認検査

機関に意見書を提出するものとする。意見書は、設置計画書の意見記載欄に意見がある旨を

記載した上で、県要領様式第６号に意見の内容を記載し、指定確認検査機関に提出するもの

とする。 

３３３３ 指定確認検査機関は、保健所長の意見書も踏まえ、建築確認申請書の審査を行うものとす

る。 

○浄化槽設置手続フロー図［指定確認検査機関に確認申請書を提出する場合］ 

 

（注） 設置計画書（指定確認検査機関用）の保健所長意見記載欄に意見の有無を記載する。 

意見がある場合は、県要領様式第６号によりその内容を指定確認検査機関に提出す

る。 
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申請内容の審査

保健所長

①設置計画書

提出（３部）

②２部返却

設置計画書に保健所長の意見を記載（注）

設置計画書の内容確認



 

（浄化槽工事の完了届及び検査） 

第４条第４条第４条第４条 浄化槽の設置者は、浄化槽の工事が完了した日から３０日以内に、浄化槽工事完了届

出書（県施行細則様式３号。以下「工事完了届出書」という。）を２部保健福祉環境事務所

長に提出するものとする。 

２２２２ 保健福祉環境事務所長は工事完了届出書の内容を確認した上で受領し、１部を設置者に返

却するものとする。 

３３３３ 浄化槽の設置者は、浄化槽の設置計画を有する建築物に係る完了検査申請を指定確認検査

機関に行う場合は、指定確認検査機関が完了検査を終えるまでの間に、指定確認検査機関に

工事完了届出書の写しを提出するものとする。ただし、建築確認を建築主事から受けている

場合については、次に定めるところによるものとする。 

(1) 型式認定浄化槽を設置する場合は、浄化槽構造図及び県要領別表１の左欄に掲げる種別

に応じ同表の右欄に定める書類を添付するよう努めるものとする。 

(2) 型式認定浄化槽以外の浄化槽を設置する場合は、県施行細則第２条各号に掲げる書類を

添付するものとする。 

４４４４ 指定確認検査機関は、建築物に係る完了検査申請が行われた場合は、建築基準法第７条の

２の規定に基づき、浄化槽を含む当該建築物の検査を実施するものとする。 

５５５５ 保健福祉環境事務所長は、型式認定浄化槽以外の浄化槽を設置する場合については、当該

浄化槽に係る維持管理の確保を行うため、前項に規定する検査の実施に際し、浄化槽法第５

３条第２項の規定により立入検査を実施するものとする。 

○浄化槽検査手続フロー図［指定確認検査機関に完了検査申請書を提出する場合］ 

 

（注） 建築主事から建築確認を受けた場合は、設置計画書の写し（添付図書を含む）を併

せて添付するよう指導すること。 

 

（変更等の手続） 

第５条第５条第５条第５条 浄化槽の変更等の手続は、県要領第５条の規定の例に準じて行うものとする。この場

合において、同条中「建築主事」とあるのは、「指定確認検査機関」に読み替えるものとす

る。 

 

（補則） 

建築確認

申請者

指定確認

検査機関

③-a建築物完了検査申請（手数料）

③-b工事完了届出書の写しの提出（注）

④検査

保健福祉環境事務所長

①工事完了届出書

提出（２部）

②受領後１部返却

検査結果の連絡

情報交換（必要に応じ）



第６条第６条第６条第６条 この要領に定めるもののほか、浄化槽設置手続等について必要な事項は、別に定める。 

 

附附附附    則則則則    

この要領は、平成１１年９月１４日から施行する。 

 

附附附附    則則則則（平成１２年３月３１日１１廃一第４１１号、１１建第１０５号） 

この要領は、平成１２年４月１日から施行する。    

 

附附附附    則則則則（平成１８年２月１日１７廃第２４５９号、１７建第２７９１号） 

この要領は、平成１８年２月１日から施行する。 

 

附附附附    則則則則（平成２０年３月３１日１９廃第２５８２号、１９建第３５１０号） 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附附附附    則則則則（平成２８年４月６日２７廃第２２００号、２７建第３４７９号） 

この要領は、平成２８年４月６日から施行する。 

 


